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第１章　広島県地域福祉支援計画の概要

１　計画の策定趣旨
○　社会福祉の分野では，生活保護，高齢者介護，障害福祉，児童福祉など，属性別や対象者のリスク別
　の制度が発展し，専門的な支援が提供されるようになりました。

○　その一方で，家族や地域の支え合い機能が低下し，従来の福祉的な課題に加えて，ダブルケアや
　8050問題などの複合的な課題や制度の狭間の課題が顕在化しているほか，社会的孤立など地域
　とのつながりが薄まる中で，福祉課題を抱えた人や世帯が発見されず，具体的な支援につながって
　いないケースがあります。

○　今後，高齢化が更に進行し，高齢者の単独世帯の増加が見込まれ，一層，発見されず支援につなが
　らないリスクが増大する恐れがあり，地域の課題の発見力を強化していく必要があります。

○　地域共生社会とは，高齢者，障害者，子供・子育て家庭を始め，県民誰もが住み慣れた地域でつな
　がり，生きがいや役割をもち，助け合いながら生き生きと暮らしていくことができる包摂的なコミュ
　ニティ，地域や社会をつくることです。

○　本県では，こうしたこれまでの福祉制度では対応できない課題へ対応しながら，地域共生社会の
　実現に向けて取組を進めるため，「広島県地域福祉支援計画」を策定します。

○　この計画では，市町の地域福祉推進の新たなガイドラインとして，重層的なセーフティネットの
　構築と地域福祉施策の推進に向けた県の支援策を示します。

○　このことにより，県内全域で，県民が，社会的に誰一人孤立することなく，世代を超えて，住み慣
　れた場で，生き生きと暮らすことができる「地域共生社会」の実現を目指していきます。

《地域福祉の定義》
　「誰もが，住み慣れた場でその人らしく暮らせる地域社会と仕組みを，みんなでつくる」
　誰もが排除されない社会的包摂をめざした地域共生社会の形成を目標に，当事者・地域住民，専門職や事業
者，行政等が協働していく政策や実践

出典：藤井博志編「地域福祉のはじめかた」

《地域共生社会の定義》
　制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて，地域住民や地域の多様な主体が『我が
事』として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで，住民一人ひとりの暮らし
と生きがい，地域をともに創っていく社会

出典：厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部
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ア　市町地域福祉計画の支援
　　本計画は，社会福祉法第108条第１項に規定する「都道府県地域福祉支援計画」として，市町が策
　定する「地域福祉計画」の達成に資するため，広域的な見地から，市町の地域福祉の取組の推進を支
　援するため，関係する事項を一体的に定めます。

イ　共通して取り組む事項を規定
　　「ひろしま高齢者プラン」，「広島県障害者プラン」，「ひろしま子供の未来応援プラン」，「いのち支
　える広島プラン」，「広島県健康増進計画「健康ひろしま21」」など，個別計画との連携・整合を図り
　ながら，地域における高齢者，障害者，児童等の福祉に関し，共通して取り組むべき事項を定めます。
　　・複合的課題や制度の狭間の問題への対応の在り方
　　・福祉以外の様々な分野（まちづくり，防犯・防災，社会教育等）との連携
　　・権利擁護の推進 など

令和２（2020）年度から令和６（2024）年度の５年間
※　具体的な取組をモデル的に実施し，効果検証を踏まえ，必要な改定を行います。

○　重層的なセーフティネットの構築に向けた施策は，都市部や中山間部など地域の特性を踏まえ，
　どのような取組が有効であるかをモデル的に実施し，十分に効果を検証した上で，全県展開を検討
　します。

○　計画のマネジメントを行うために必要な「注視する指標」については，モデル事業の効果を検証
　した後，設定するとともに，施策毎の「目標値」の必要な見直しを行います。 
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第１章　広島県地域福祉支援計画の概要

２　計画の位置づけ

３　計画期間

４　計画のマネジメント
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第２章　基本理念・目指す姿

１　基本理念
　本計画では，多世代が生き生きと暮らせる2040年を目指して，将来にわたる不変の考え方とし
て，基本理念を掲げています。

２　個別施策ごとの目指す姿
○　第４・５章において，将来像を県民の皆様が把握できるよう，個別の施策ごとに計画期間である
　「５年後の目指す姿」と「10年後の目指す姿」を設定しています。

３　目指す姿の実現に向けた方策
○　目指す姿の実現に向けて，多様な主体との協働による支える側の裾野の拡大と，課題を抱える
　住民を漏らさず受け止める体制の構築により，支え合いを進めるための土壌と仕組みづくりを展開
　します。

【目指す姿】
　○　県民は，地域コミュニティへの参画や地域活動への参加の機会を得て，地域とのつ
　　ながりを強め，多様な主体との協働により，見守り合いと支え合いが生まれています。
　○　日常生活上の困り事を抱える方々を早期に発見し，相談を漏らさず受け止め，解決
　　につなげる重層的なセーフティネットが構築されています。

多様性を認め合い　支え合いながら　自分らしく活躍できる
安心と活気あふれる共生のまち　　広島県

　また，基本理念を具現化するものとして，10年後の目指す姿を設定しています。

◉多様な主体との協働による支える側の
　裾野の拡大

◉孤立した者や障害者など日常生活に課題を
　抱える住民を漏らさず受け止める体制の構築
【地域支え合いセンターのノウハウを生かした新たなアウトリーチ】 更なる高齢化等による複雑化する課題への対応
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行動に移れない多様な者を巻き込む

体制の充実・関心層への拡大支え合いを進めるための土壌と仕組みづくり 5年後 10年後


